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掛川市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

掛川市個人情報保護条例施行規則（平成17年掛川市規則第11号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

(7) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）第２条第８項に規定する特定個人情報の取扱いの有無

様式第１号を次のように改める。



様式第１号（第２条関係）
（表面）

掛 川 市 個 人 情 報 取 扱 事 務 開 始 （ 変 更 ） 届 出 書

１ 個人情報取扱事務の名称

２ 個人情報取扱事務の所管課

３ 対象者の範囲

４ 個人情報の利用目的

５ 事務の根拠法令等

６ 事務の区分 □ 固有事務 □ 共通事務

７ 開始（変更）年月日 □ 開始 □ 変更 年 月 日

□ 識別番号 □ 家族状況 □ 職業・職歴 □ 健康・病歴
基 □ 氏名 家 □ 親族関係 社 □ 学業・学歴 心 □ 障害
本 □ 性別 族 □ 婚姻歴 会 □ 成績・評価 身 □ 身体状況
的 □ 生年月日・年齢 状 □ その他 生 □ 資格 の □ その他
事 □ 住所・電話番号 況 （ ） 活 □ 賞罰 状 （ ）
項 □ 本籍・国籍 □ 趣味・嗜好 況

□ その他 □ その他
（ ） （ ）

８ 個人情報の記録項目
（ 複 数 選 択 可 ） □ 資産状況 □ 思想・信条 □ 人種・民族 □ その他

資 □ 収入状況 思 □ 信教 □ 社会的差別の原因となる そ
産 □ 納税状況 想 □ 犯罪歴 社会的身分 の
・ □ 公的扶助 ・ □ その他（ ） 他
収 □ 取引状況 信
入 □ その他 条 収 □ 法令等に基づき収集

（ ） 等 集 （法令等の名称： ）
根 □ その他
拠 （根拠： ）

□ 無し □ 有り９ 特定個人情報の取扱いの有無

□ 本人
10 個人情報の取得方法 ＊□ 実施機関内部 ＊□ 民間団体又は本人以外の個人

（ 複 数 選 択 可 ） ＊□ 他の実施機関 ＊□ 出版・報道
＊□ 国又は他の地方公共団体 ＊□ その他（ ）

整理番号課名



（裏面）

□ 法令等に基づく（法令等の名称： ）
□ 本人の同意がある
□ 出版、報道等により公にされている
□ 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要がある

11 取得の根拠（複数選択可） □ 所在不明、精神上の障害による弁識能力の欠如等の事由により、本人から取得できない
（10で＊印に該当する場合） □ 他の実施機関からの提供を受ける

□ 国等から取得する場合で、事務の遂行上やむを得ない
□ 事務の性質上、本人から取得したのでは当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
□ その他（公益上の必要性： ）

12 目的外利用又は提供の有無 □ 無し ＊□ 有り

□ 実施機関内部 □ 国又は他の地方公共団体
13 目的外利用の方法・提供先 □ 他の実施機関 □ 民間団体又は本人以外の個人
（12で＊印に該当する場合） □ その他（提供先： ）

□ 法令等に基づく（法令等の名称： ）
□ 本人の同意がある又は本人に提供する
□ 実施機関の内部で事務の遂行に必要な限度で利用する場合であって、相当の理由がある

14 目的外利用・提供の根拠 □ 他の実施機関、国等が事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、相当の理由がある
（12で＊印に該当する場合） □ 専ら統計の作成又は学術研究のために提供をする

□ 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる
□ その他（公益上の必要性： ）

15 電子計算機処理の有無 □ 無し □ 有り（システム名： ）

16 電子計算機等の結合の有無 □ 無し ＊□ 有り（システム名： ）

17 電子計算機等の結合の根拠 □ 法令等に定めがある（法令等の名称： ）
（16で＊印に該当する場合） □ その他（根拠： ）

18 外部委託等の有無 □ 無し □ 有り（責務規定の有無 □ 無し □ 有り ）

19 開示・閲覧制度の有無 □ 無し □ 有り（法令等の名称： ）

20 訂正制度の有無 □ 無し □ 有り（法令等の名称： ）

名称 記録方式 □ 文書・図面 □ 電磁的記録

21 使用する 名称 記録方式 □ 文書・図面 □ 電磁的記録個人情報ファイル

名称 記録方式 □ 文書・図面 □ 電磁的記録

22 備考



附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整し

て使用することができる。


